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障害福祉サービス事業（指定居宅介護、重度訪問介護、同行援護） 

しらさぎ苑ライフケアサービス 重要事項説明書 

 

当事業所は利用者に対して、指定居宅介護、重度訪問介護、同行援護サービスを提供の開始

にあたり、当事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次

のとおり説明いたします。 

 

１．事業者の概要 

事業者名称 社会福祉法人 長生会 

代 表 者 氏 名 理事長 栁  茂 

所 在 地 福岡県小郡市三沢字花聳８８１番地の１ 

電 話 番 号 ０９４２－７５－４１１３ 

設 立 年 月 日 昭和５１年３月１６日 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の所在地等 

事業所名称 しらさぎ苑ライフケアサービス 

福岡県指定 

事業所番号 

事 業 所 番 号  ４０１２６０００４７ 

指定居宅介護事業所  平成１５年 ４月１日  

重度訪問介護事業所  平成１８年１０月１日 

指定同行援護事業所  平成３０年１０月１日 

管 理 者 名 管理者  栁  茂 

事業所所在地 福岡県小郡市三沢字花聳８８３番地１ 

連 絡 先 電話：０９４２－７５－３２１６  FAX：０９４２－７５－３４７８ 

事業所が行っ

ているほかの

業務 

事 業 所 番 号  ４０７２９０００７１ 

指定訪問介護     平成１１年１１月１日  

指定第 1号訪問事業  平成１８年 ４月１日 

（２）事業の目的および運営方針 

事業の目的 社会福祉法人長生会が設置するしらさぎ苑ライフケアサービス（以下「事業

所」という。）において実施する指定障がい福祉サービス事業の指定居宅介

護（以下「居宅介護」という。）、指定重度訪問介護（以下「重度訪問介護」

という。）指定同行援護（以下「同行援護」という。）の適正な運営を確保す

るために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定居宅介護、指定

重度訪問介護、指定同行援護（以下「居宅介護等」という。）の円滑な運営

管理を図るとともに、利用者、障がい児及び障がい児の保護者（以下「利用

者等」という。）の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立

った指定居宅介護等の提供を確保することを目的とします。 
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運営方 針 ① 事業所は、利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営

むことができるよう、当該利用者等の身体その他の状況及びその置かれ

ている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び

掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談

及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うもの

とします。 

② 居宅介護等の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な居宅介護

等の提供ができるよう努めるものとします。 

③ 居宅介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等

の所在する市町村、他の指定障がい福祉サービス事業者、指定相談支援

事業者、指定障がい者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービ

スを提供する者（以下「障がい福祉サービス事業者等」という。）との

密接な連携に努めるものとします。 

④ 前三項のほか、「障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（障害者総合支援法）」（平成17年法律第123号。以下「法」

という。）、及び「福岡県障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及

び運営に関する基準等に関する条例」（平成24年福岡県条例第57号）に

定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとします。 

（３）営業日及び営業時間 

営業日 

営業時間 

サービス提供時間 

年中無休 

８：００～１７：３０ 

６：００～２４：００ 

 ＊上記の営業日、営業時間の他、電話等により２４時間常時連絡が可能な体制とする。 

（４）事業所の職員体制 

職

種 
職 務 内 容 人員数 

管

理

者 

管理者は、事業者の職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、

事業所の従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行

います。 

常勤職員 

１名 

サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者 

① 利用者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサー

ビスの内容等を記載した居宅介護計画、重度訪問介護計画、同行援

護計画（以下「居宅介護計画等」という。）を作成し、利用者等及

びそのご家族にその内容を説明し、その計画書を交付します。 

② 居宅介護計画等の実施状況の把握を行ない、必要に応じて変更を行

います。 

③ 利用の申込みに係る調整や従業者に対する技術指導等を行います。 

常勤職員 

４名 

以上 
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従
業
者 

① 居宅介護計画等に基づきサービスを提供します。 

② サービス提供後、サービスの提供日、内容、利用者の心身の状況等

について、サービス提供責任者に報告を行います。 

非常勤職員 

１６名以上 

 

３.サービスの主たる対象者について（該当する障害種別を記入） 

居宅介護 
身体障がい者・知的障がい者・障がい児（児童福祉法に定める障がい

児）・精神障がい者 

重度訪問介護 身体障がい者 

同行援護 

視覚障がいを有する身体障がい者・障がい児（児童福祉法に定める障が

い児） 

難病患者等 

 

４.提供するサービスの内容と料金および利用者負担額について 

（１）提供するサービスの内容について 

サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容 

居宅介護計画等の作成 

利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目

標に応じて具体的なサービス内容を定めた居宅介護計画等を作

成し・必要に応じて見直しを行います。 

身
体
介
護 

食事介助 食事の介助を行います。 

排せつ介助 排せつの介助、おむつ交換を行います。 

入浴介助・清拭 
衣服着脱、入浴の介助や清拭（身体を拭く）、洗髪などを行いま

す。 

通院介助 通院の介助を行います。 

その他 
褥瘡（床ずれ）防止等のために体位変換や洗顔、歯磨き等の日

常生活を営むために必要な身体介護を行います。 

家
事
援
助 

調理 利用者の食事の用意を行います。 

洗濯 利用者の衣類等の洗濯を行います。 

掃除 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 

その他 
利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。 

その他関係機関への連絡など必要な家事を行います。 

日常生活自立支援 

知的障がい者、精神障がい者等のうち判断能力が不十分な方が地域

において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福

祉サービスの利用援助等を行うものです。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者で常時介護を必要とする方に、居宅におい

て入浴・排せつ・食事等の介護サービスや調理・洗濯・掃除等

の家事援助、その他の生活全般にわたる見守り等の支援を行い

ます。 
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同行援護 

視覚障がいにより、移動時及びそれに伴う外出先において必要

な移動の援護及び視覚的情報の支援（代筆・代読を含む）を行

います。また、排泄・食事等の介護その他外出する際に必要と

なる援助を行います。 

その他生活等に関する相談や助言をいたします。 

（２）従業者の禁止行為 

   従業者はサービスの提供にあたって次の行為は行いません。 

①医療行為（資格要件などにより介護職員でも認められている行為を除く） 

② 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

③ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

④ 利用者の同居家族に対するサービス 

⑤ 利用者の居室以外の居室、庭等の敷地の掃除、草刈り、植物の水やり等。 

⑥ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス（修理、大掃除、庭掃除など） 

⑦ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

⑧ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為 

    (利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急時やむを得ない場合を除く) 

⑨ 利用者又は家族に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他の迷惑行為 

（３）サービスの料金と利用者負担額について 

    介護給付費によるサービスを提供した際は、事業者が介護給付費等の給付を市町村から直接

受け取る（代理受領する）場合、サービス利用料金（厚生労働大臣の定める基準により算出し

た額）のうち利用者負担分としてサービス利用料金全体の 1割の額を事業者にお支払いただき

ます。ただし、利用者負担限度額の月額は各利用者の受給者証等に記載された額を上限とする。 

サービス利用料金表及び実費負担額・・・・別紙 

（４） 利用の中止、変更、追加 

① 利用予定日の前に、利用者の都合により、居宅介護計画等で定めたサービスの利用を中止

または変更することができます。この場合にはサービスの実施日の前日１５時までに事業

者に申し出て下さい。 

② 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止を申し出された場合、取

消料として下記の料金をお支払いただく場合があります。但し、利用者の体調不良等のや

むをえない場合、取消料はいただきません。 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料 

利用予定日の開始時間に不在またはキャンセルの場合 自己負担額 ５００円 

③ 市町村が決定した「支給量」及び該当サービスの利用状況によっては、サービスを追加す

ることもできます。 

（５）利用料の請求および支払い方法について 

利用者負担額及びその他の費用について、サービスを利用した月の翌月１０日までに請求

しますので、請求月の２０日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。お支払

いを確認しましたら、領収書を発行します。 

① 現金支払い(集金に伺います) 
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②金融機関からの口座引き落とし 

＊福岡銀行の口座より毎月２０日に引き落とします。 

③事業所指定口座への振り込み 

     福岡銀行 小郡支店 普通預金１４３４２２０ 

     社会福祉法人長生会 しらさぎ苑ライフケアサービス 理事長 栁 茂 

※なお、振り込みの手数料はご負担願います。 

 

５.サービスの提供にあたっての留意事項 

 （１）市町村の支給決定内容等の確認 

   サービスの提供に先立って、受給者証に記載された住所・支給量・支給内容・利用者負担上

限額を確認させていただきます。受給者証の住所、支給量などに変更があった場合は速やか

に事業者にお知らせください。 

（２）居宅介護計画等の作成 

   確認した支給内容に沿って、利用者及び家族の意向に配慮しながら「居宅介護計画等」を

作成します。作成した「居宅介護計画等」についは、利用者又は家族に内容を説明しますの

でご確認いただくようお願いします。 

   サービスの提供は「居宅介護計画等」に基づいて行います。実施に関する指示や命令はす

べて事業者が行いますが、実際の提供にあたっては、利用者等の訪問時の状況や意向に十分

な配慮を行います。 

（３）居宅介護計画等の変更等 

   「居宅介護計画等」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変

更することができます。 

   また、サービス利用の変更・追加は、従業者の稼働状況により利用者が希望する時間にサ

ービスの提供ができないことがあります。その場合は、他の利用可能日時を利用者に提示す

る等必要な調整をいたします。 

（４）担当従業者(ホームヘルパー)決定等 

  サービス提供時に、担当のホームヘルパー（以下「ヘルパー」という。）を決定します。た

だし実際の提供にあたっては、複数のヘルパーが交替してサービスを提供します。担当のヘ

ルパーや訪問するヘルパーが交代する場合は、あらかじめ利用者に説明するとともに、利用

者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分配慮します。 

  利用者から特定のヘルパーを指名することはできませんが、ヘルパーについてお気づきの点

やご要望がありましたら、苦情相談窓口等にご遠慮なく相談ください。 

（５）サービス実施のために必要な備品等の使用 

   サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で使用させていただ

きます。また、ヘルパーが事業所に連絡する場合の電話を使用させていただきます。 

（６）サービス提供にあたってのお願い 

   サービス提供時は、ペットをゲージに入れる、リードにつなぐ等の協力をお願いします。 

   大切なペットを守るため、また、職員が安全に提供を行うためにも、訪問中はリードを 

   付けていただくか、ゲージや居室以外の部屋へ保護するなどの配慮をお願いします。職員 

   が噛まれた場合、治療費等のご相談をさせていただく場合がございます。 



- 6 - 

 

（７）利用者及び利用者の家族等による禁止行為 

   事業者は、次に掲げる禁止行為を受けた場合は、サービスの契約を解除することができる。 

①  職員に対する身体的暴力（身体的な力を使って危害を及ぼす場合） 

   （例）物を投げつける/蹴る/たたく/唾をはく など 

    ② 職員に対する精神的暴力（個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたりする行為）  

   （例）嫌味を言う/怒鳴る/特定の職員に嫌がらせをする/理不尽なサービスを要求する など 

    ③ 職員に対するセクシャルハラスメント（性的嫌がらせ行為） 

    (例) 抱きつく/必要もなく手や腕など体を触る/性的な話をする など 

 

６.サービス提供の記録 

 （１）居宅介護等の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容、実績時間数及び利用者負担額

等を、サービス提供の終了時に利用者の確認いただき、利用者の確認後はその控えを利用

者に交付します。 

 （２）居宅介護等の実施ごとに、サービス提供実績記録票に記録を行い、利用者のご確認をい

ただきます。 

 （３）これらの記録はサービス提供日より５年間保存し、利用者は事業者に対して保存される

サービス提供記録の閲覧及び複写物の交付の請求ができます。 

   （複写等にかかる費用は実費を負担いただきます。） 

  

７.身体拘束等の禁止・虐待の防止について 

  事業者は、利用者等の身体拘束等の禁止及び虐待の防止等のために、下記の対策を講じます。 

（１）虐待防止に関する責任者及び担当者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 

虐待防止に関する担当者 

管  理  者    栁  茂 

サービス提供責任者 今村 昌平 

（２）成年後見制度の利用を支援します。 

（３）苦情解決体制を整備しています。 

（４）身体拘束等及び虐待防止の対策を検討する委員会を設置し対策を検討します。 

（５）身体拘束等の禁止及び虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施します。 

（６）身体拘束等の禁止のための指針を整備します。 

（７）その他、身体拘束等の禁止及び虐待防止のための必要な措置を講じます。 

 

８．やむを得ず身体拘束等を行う場合の手続き 

 事業所は、サービス提供にあたっては、利用者の生命または身体を保護するため、切迫性・非

代替性・一時性の 3つの要件をすべて満たす緊急やむを得ない場合に除き、身体拘束その他の利

用者行動を制限する行為は行いません。ただし、緊急をやむを得ず身体拘束を行う場合は利用者

またはご家族に理由を説明し、また、その理由及び一連の経過を記録し、実施後は速やかに解除

します。 

 

９.秘密の保持と個人情報の保護について 
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（１）事業者及び従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当

な理由もなく、第三者に漏らしません。 

（２）事業所は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者

でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者と雇用契約の内容としま

す。 

（３）事業所は他の障害福祉サービス事業者に対して、利用者並びにその家族に関する情報を提

供する際は、あらかじめ文章により利用者並びにその家族の同意を得るものとする。 

 

１０.緊急時等における応対方法について 

（１）サービス提供中に、利用者に体調の急変が生じた場合、その他必要な場合には、速やかに

主治又は医療機関へ連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者があらかじめ指定

する連絡先にも連絡します。 

（２）利用者に対する居宅介護等のサービス提供により事故が発生した場合は、利用者に係る障

害福祉サービス業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、事故の状況及び事故に際

して取った処遇について記録します。 

（３） サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うもの

とします。 

 

１１．カスタマーハラスメントについて 

（１）事業所は、利用者及びご家族等からの言動のうち、社会的通念上相当な範囲を超える要求

又は言動により、職員の就業環境を害するおそれのある行為（以下「カスタマーハラスメント」

という。）について、職員の安全及び尊厳を確保し、適切なサービスを継続的に提供するため、

組織として必要な対応を行うものとする。 

（２）カスタマーハラスメントは、サービスの提供を困難にし、関わった訪問介護員の心身に悪

影響を与えます。下記のような行為があった場合、状況によっては、サービス提供の停止をさ

せて頂く場合があります。 

 ・大声での𠮟責や威圧的言動 

 ・人格を否定する発言や差別的な言動 

 ・業務の範囲を超えた過度又は不当な要求 

 ・長時間にわたる執拗な要望やクレーム等 

 ・その他、職員の就業環境を著しく害する行為 

 

１２.サービス内容に関する苦情相談窓口 

  ○しらさぎ苑ライフケアサービス 

受 付 窓 口 

窓 口 担 当 者  ｻｰﾋﾞｽ提供責任者  今村 昌平 

苦情解決責任者  管  理  者  栁  茂 

受 付 時 間  年中無休 ８:００～１７：３０ 

電 話 番 号  ０９４２－７５－３２１６ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  ０９４２－７５－３４７８ 
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第三者委員 
氏     名  野瀬 賢一 

電 話 番 号  ０９４２－７２－２９２２ 

また、苦情受付ボックスを玄関前カウンターに設置しています。 

 

（２）提供するサービスの第三者評価の実施状況 

実 施 の 有 無          無 

 

（３）行政機関その他苦情受付機関 

  本事業所では解決できない苦情や虐待等の相談は、以下の行政機関等に設置された窓口に相

談することができます。 

○小郡市役所 福祉課 障がい者福祉係  小郡市小郡２５５番地１  

ＴＥＬ：０９４２－７２－２１１１  ＦＡＸ：０９４２－７３－４４６６ 

○筑紫野市役所 健康福祉部 生活福祉課  筑紫野市石崎 1－1－1         

ＴＥＬ：０９２－９２３－１１１１  ＦＡＸ：０９２－９２３－１１３４ 

○久留米市役所 健康福祉部 障害者福祉課  久留米市城南町１５番地３ 

ＴＥＬ：０９４２－３０－９０３５  ＦＡＸ：０９４２－３０－９７５２ 

○大刀洗町役場 福祉課 障がい福祉係  三井郡大刀洗町大字冨多８１９番地 

ＴＥＬ：０９４２－７７－２２６６  ＦＡＸ：０９４２－７７－３０６３ 

○筑前町役場 福祉課 障害福祉係  朝倉郡筑前町篠隈３７３番地     

ＴＥＬ：０９４６－２３－８４９０  ＦＡＸ：０９４６－４２－２０１１ 

○鳥栖市役所 社会福祉課  鳥栖市宿町１１１８番地           

ＴＥＬ：０９４２－８５－３６４２  ＦＡＸ：０９４２－８２－１９９４ 

○基山町役場 健康福祉課 障がい福祉係  三養基郡基山大字宮浦６６６番          

ＴＥＬ：０９４２－９２－７９６４  ＦＡＸ：０９４２－９２－７１８４ 

○福岡県運営適正化委員会  春日市原町３丁目１－７          

ＴＥＬ：０９２－９１５－３５１１  ＦＡＸ：０９２－５８４－３７９０ 
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指定居宅介護等の提供及び利用の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

    社会福祉法人長生会 しらさぎ苑ライフケアサービス 

説明者職名        氏名                   印 

            

 

私は、本書面に基づいて事業所から重要事項の説明を受け、指定居介護等の提供開始及び別紙の個人

情報の取り扱いに同意します。 

                             年   月   日 

   ご利用者住所                                

          ｔｅｌ       -     - 

 

ご利用者氏名                              印           

 

利用者は、身体の状況等により署名ができないため、利用者本人の意思を確認のうえ、私が利

用者に代わって、その署名を代筆しました。 

 

 代筆者住所                                

          ｔｅｌ       -     - 

代筆者氏名                              印           

                              （ 続 柄       ） 

 

※同性介助を希望しますか      はい     いいえ 

 

 

利用者及びその家族の個人情報について、別紙の個人情報の取り扱いに同意します。 

 

（家族代表） 

 住所                                   

          

氏名                              印 

（ 続 柄       ） 
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別紙 

◇利用者･及び家族等にかかる個人情報の取り扱い◇ 

しらさぎ苑ライフケアサービス 

 

当事業所では利用者･家族の権利としてプライバシー保護に十分配慮しています。また利用者の介護サービ

スの向上を図る為以下のとおり利用目的を特定し公表いたしますのでご了承下さい。 

１．利用者への訪問介護サービスの提供に必要な利用目的 

(1) 事業所内部での利用にかかる事例 

① 当事業所が利用者に提供する訪問介護 

② 介護保険事務 

③ 利用者･家族にかかる当事業所の管理運営業務のうち、 

一 ご利用状況等の管理 

一 会計・経理 

一 利用者への訪問介護サービスの向上 

 

(2) 他の事業所への情報提供に伴う事例 

① 事業所が利用者に提供する訪問介護サービスのうち、 

一 他の事業所との連携(サービス担当者会議等)、照会への回答 

一 居宅介護支援事業所、病院、診療所、薬局、訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ等との連携 

一 他の居宅サービス事業者との連携(サービス担当者会議等)、照会への回答 

一 ご家族等への心身の状況説明 

    介護保険事務のうち 

一 保険事務の委託 

     一 審査支払機関へのレセプトの提出 

     一 審査支払機関または保険者からの照会への回答 

② 損害賠償保険などに係る保険会社への相談または届出等 

 

２．上記以外の利用目的 

 （1）当事業所内部での利用に係る事例 

   ① 当事業所の管理運営業務のうち、 

     一 訪問介護サービスの業務の維持･改善のための基礎資料 

     一 当事業所内において行われる学生の実習、訪問ヘルパー等の研修への協力 

     一 当事業内において行われる事例検討 

 

（2）他事業所への情報提供に伴う事例 

① 外部監査機関への情報提供 

② 関係法令等に基づく行政機関等への報告等  
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（別 紙） 

利用者負担額一覧表 

       令和８年６月１日 

１.居宅介護 

サービスの種類時間等 介護給付費 自己負担額上限 

身
体
介
護 

通
院
介
助
介
助 

（
身
体
介
護
を
伴
う
） 

30分未満 2,560円 256円 

30分以上１時間未満 4,040円 404円 

1時間以上 1時間 30分未満 5,870円 587円 

1時間 30分以上 2時間未満 6,690円 669円 

2時間以上 2時間 30分未満 7,540円 754円 

2時間 30分以上 3時間未満 8,370円 837円 

3時間以上 3時間 30分未満 9,210円 921円 

30分増すごとに加算 830円 83円 

家
事
援
助 

30分未満 1,060円 106円 

30分以上 45分未満 1,530円 153円 

45分以上１時間未満 1,970円 197円 

1時間以上 1時間 15分未満 2,390円 239円 

1時間 15分以上 

1時間 30分未満 
2,750円 275円 

1時間 30分以上 

2時間未満 
3,110円 311円 

2時間以上 

15分増すごとに加算 
 350円 35円 

通
院
等
介
助 

（
身
体
介
護
を
伴
わ
な
い
場
合
） 

30分未満 1,060円 106円 

30分以上 1時間未満 1,970円 197円 

1時間以上 1時間 30分未満 2,750円 275円 

1時間 30分以上 3,450円 345円 

1時間 30分以上 

30分増すごとに加算 
690円 69円 

【福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰロ】１月の利用総単位の４５．６％ 

     ・・・介護職員の賃金引上げなど処遇改善に取り組むための加算 

 

２.重度訪問介護 

 

重
度
訪
問
介
護 

１時間未満    1,860円 186円 

１時間以上１時間 30分未満 2,770円 277円 

１時間 30分以上２時間未満 3,690円 369円 

２時間以上２時間 30分未満 4,610円 461円 

２時間 30分以上３時間未満 5,530円 553円 
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３時間以上３時間 30分未満 6,440円 644円 

３時間 30分以上４時間未満 7,360円 736円 

４時間以上８時間未満 
8,210円に30分増す

ごとに 850円加算 

821円に 30分増すご

とに 85 円加算 

８時間以上 12時間未満 
15,010 円に 30 分増

すごとに 850円加算 

1,505円に 30分増す

ごとに 85円加算 

12時間以上 16時間未満 
21,840 円に 30 分増

すごとに 810円加算 

2,184円に 30分増す

ごとに 81円加算 

16時間以上 20時間未満 
28,340 円に 30 分増

すごとに 860円加算 

2,834円に 30分増す

ごとに 86円加算 

20時間以上 24時間未満 
35,200 円に 30 分増

すごとに 800円加算 

3,520円に 30分増す

ごとに 80円加算 

 ※重度障害者等の場合 ・・・・・１５％増し 

 ※障害支援区分６に該当する人・・８．５％増 

【移動介護加算】 移動中の介護を実施した場合の加算の算定 

 

移
動
介
護
加
算 

１時間未満    1,000円 100円 

１時間以上１時間 30分未満 1,250円 125円 

１時間 30分以上２時間未満 1,500円 150円 

２時間以上２時間 30分未満 1,750円 175円 

２時間 30分以上３時間未満 2,000円    200円 

３時間以上 2,500円    250円 

【福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰロ】 1月の利用総単位の３８．２％ 

     ・・・介護職員の賃金引上げなどの処遇改善に取組むための加算 

 

３・同行援護 

同
行
援
護
（
基
本
報
酬
） 

30分未満    1,910円 191円 

30分時間以上１時間未満 3,020円 302円 

１時間以上 1時間 30分未満 4,360円 436円 

１時間 30分以上２時間未満 5,010円 501円 

２時間以上２時間 30分未満 5,660円 566円 

２時間 30分以上３時間未満 6,320円    632円 

３時間以上 

 

6,970円に30分増す

ごとに 660円加算 

697円に 30分増すご

とに 66 円加算 

【福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰロ】 1月の利用総単位の４５．６％ 

     ・・・介護職員の賃金引上げなどの処遇改善に取組むための加算 

※障害支援区分３に該当する人・・２０％増 

※障害支援区分４以上に該当する人・・４０％増 

※盲ろう者に対して盲ろう者向けの通訳・介助員が支援を行う場合・・２５％増 
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◆新規に居宅介護計画等を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回の居宅介護等を

行った場合、または過去２か月に、居宅介護等のサービスを受けておらず、居宅介護等を再開さ

れた場合。 

内 容 利用料 利用者負担額  

初回加算 2,000円 200円 １月あたり 

 

◆利用者の依頼により、利用者及びその世帯としての上限額を超えて事業者が利用者負担額を徴

収しないよう、利用者負担額の徴収方法の管理を行った場合は、以下の料金が加算されます。 

内 容 利用料 利用者負担額  

利用者負担上限額管理加算 1,500円 150円 １月あたり 

 

◆居宅介護計画等に位置付けられていない居宅介護を利用者又はその家族等からの要請を受けて

から 24時間以内に行った場合に加算されます。 

特定事業所加算Ⅱ 基本報酬及び各加算（介護処遇改善加算を除く）を 

算定した合計単位数の 10％ 

 

◆サービス提供の時間帯により料金が加算されます。 

提供時間帯名 早 朝 夜 間 深 夜 

時 間 帯 午前 6時～午前 8時 午後 6時～午後 10時 午後 10時～午前 6時 

加算割引 25％増し 25％増し 50％増し 

 

※ サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅介護計画等に位置づ

けた時間数によるものとします。なお、計画時間数と実際にサービス提供に要した時間が大幅

に異なる場合は、居宅介護計画等の見直しを行います。 

※ やむを得ない事情で、かつ利用者の同意のもと、従業者２人で訪問した場合の費用は２人分と

なり、利用者負担額も２倍になります。 

※ 介護給付費対象のサービスの利用者負担額は、市町村が上限を定めています。そのため、これ

らのサービスの利用状況により、当事業所への月々の利用者負担額は変わることがあります。

本事業所が代理受領を行った介護給付費額は、利用者に通知します。 

※ 介護給付費等について事業者が代理受領を行わない(利用者が償還払いを希望する)場合は、介

護給付費等の全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付

しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に介護給付費等の支給(利用者負担額を除

く)を申請してください。 

４.その他 

 ◆通常の実施以外の地域にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、ヘルパ

ーが訪問するための交通費をいただきます。（サービス利用料と一緒に１ヶ月ごとお支払いい

ただきます。） 

  ・事業所から片道おおむね５キロメートル未満   ５００円 
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  ・事業所から片道おおむね５キロメートル未満   ８００円 

 ・事業所から片道おおむね５キロメートル未満  １２００円 

◆「移動介護」や「通院介護」においてヘルパーに公共交通機関などの交通費のほか、入場料 

 利用料等が必要な場合は、サービスご利用時にその都度ご負担いただきます。 

 


